
【乗合ワゴンの使い方】

まずは登録

① 予約

② 乗車

③ 支払

氏名、住所、エリア内の登録地点等を登録します。
（利用開始前に一度登録すればＯＫ！）

利用前に電話で予約します。

迎えに来た車に乗ります。

目的地に着いたら、料金を支払って車を降ります。

花岡・小野原・上野エリア

花岡、西原、鹿屋市街地
乗降ポイント31か所

【登録先】市役所本庁地域活力推進課【℡ 0994-31-1147】

↑に「利用登録申請書」
を提出か、電話で申込み

オンライン登録も可→

【予約先】鹿児島第一交通(株)
【℡ 0994-42-2161】又は【℡ 0120-555-705】

「登録番号□□番の○○(名前)です。
△△日の第×便に、自宅(登録地点)から
※※(乗降ポイント)まで乗ります。」

「分かりました。
◇◇時▲▲分頃迎えに行きますので、
それまでに外に出て待っていてください。」

注１ 予約の締切時刻は、１、２便は前日の午後５時
３～８便は各便の出発時刻の１時間前 です。

２ 詳しい運行時刻は、中面の運行時刻表をご覧ください。
３ 帰りの便の予約は、利用当日の行きの乗合ワゴン内で、運転手に直接
伝えることで予約することもできます。

４ 予約の変更、キャンセルをする場合は、必ず連絡をしてください。

「予約した○○(名前)さんですね。
※※(乗降ポイント)までお乗せします。」

注５ 他利用者の予約状況により、到着時刻が遅れる場合があります。
６ 行きの乗合ワゴン内で運転手に直接伝えることで、帰りの便の予約を
することができます。

料金は、利用区間、年齢等に応じて100円～500円です。
詳しくは中面の利用料金表をご覧ください。

（登録済みの方はここから）

登録した方には「登録番号」を発番します。

【花岡・小野原・上野エリア内の登録地点(自宅等)】と【花岡、西原、鹿屋市街地の
乗降ポイント】の間を決まった時間帯に予約に応じて最短経路で運行します。

～例えばこんな使い方～

いつもは家族が車で送り迎えしてくれるのに、別な用
事があって連れて行ってもらえなくなっちゃった。
帰りは迎えに来てもらえるから、行きだけ
乗合ワゴンに乗せてもらいました(^^)

いつも買い物で利用しています。
70歳以上だと、スーパーかくちまで片道100円（上野

町からは150円）で行き帰りできるから助かるわ(^^♪日常の買物、通院に！

片道だけでもOK！

～「乗合ワゴン」って何？～

あらかじめ決まった「時刻」に、限られた「乗降場所」まで、ほかの
利用者様と「乗り合い」で運行します。
タクシーのように、ご自身のご都合の良い時間に、ご希望の場所まで
行くことはできませんが、その分、タクシーよりも安価な料金でご利
用いただけます。
「タクシー」と「路線バス」の中間のようなイメージです。

予約をしたら自宅まで迎えに来てくれるみたいだけ
ど、タクシーと何が違うの？

令和７年10月改正

登録地点を実家にして、鹿児島空港からリナシティま
で空港バス、リナシティで乗合ワゴンに乗り換えて帰
省しました。車が実家の前まで乗り付けてくれるので、
お土産の荷物も楽に運ぶことができました(^^)/

区域外の方も
利用できる！


